[bookmark: _bmtn7mi9if5h]国際免許確認書

国際免許確認書（以下「本確認書」という。）は、レンタカー事業者（以下「事業者」という。）と利用者（以下「利用者」という。）との間で、利用者が国際運転免許証等を用いて車両を運転する場合の確認事項について、以下のとおり定める。

[bookmark: _6w7c1ivv6442]第1条（目的）
本確認書は、利用者が日本国内においてレンタカーを運転するために必要な資格及び書類を確認し、安全かつ適法な車両利用を確保するとともに、事業者と利用者双方の権利義務を明確にすることを目的とする。

[bookmark: _vq538bd8lft1]第2条（提出書類）
利用者は、車両の貸渡しを受ける前に、事業者に対し次の書類を提示しなければならない。
（1）有効な国際運転免許証
（2）旅券（パスポート）
（3）日本への入国日を確認できる書類
（4）その他事業者が必要と認める本人確認書類
2　利用者は、提示した書類が真正かつ有効であることを保証する。

[bookmark: _5ajrj02ic8xu]第3条（運転資格の確認）
利用者は、次の事項を確認し、これを承諾する。
（1）日本国内で有効な運転資格を有していること
（2）日本国内における運転可能期間内であること
（3）日本国内法令に従い運転する資格を有すること
（4）国際運転免許証のみでは運転できない国・地域に該当しないこと

[bookmark: _5q9fs7jcf7b0]第4条（翻訳文書等）
事業者が必要と判断した場合には、利用者は日本語訳その他補足資料を提出するものとする。
2　提出がない場合又は内容確認ができない場合、事業者は貸渡しを拒否できる。

[bookmark: _238sc8j0f55v]第5条（虚偽申告の禁止）
利用者は、提出書類又は申告内容について虚偽の記載又は説明を行ってはならない。
2　虚偽が判明した場合、事業者は貸渡契約を解除し、貸渡しを拒否又は車両の返還を求めることができる。

[bookmark: _gxjz6hu769t]第6条（法令遵守）
利用者は、日本国内の道路交通法その他関係法令を遵守し、安全運転に努めるものとする。

[bookmark: _6asdo87tsqv5]第7条（事故等の報告）
利用者は、事故、故障、盗難その他異常が発生した場合には、直ちに警察及び事業者へ連絡し、その指示に従うものとする。

[bookmark: _7v7wupmec0]第8条（交通違反）
利用者は、利用期間中に発生した交通違反、行政処分、反則金その他一切の責任を自己の負担とする。

[bookmark: _978hh0n1ha7m]第9条（保険・補償）
利用者は、貸渡契約に定める保険及び補償制度の内容を理解した上で車両を利用するものとする。
2　補償対象外となる事項については利用者が責任を負う。

[bookmark: _hgbztmj2vm6a]第10条（損害賠償）
利用者の故意又は過失により事業者又は第三者に損害が生じた場合、利用者はその損害を賠償する責任を負う。

[bookmark: _rsnnm8lunhh]第11条（個人情報の取扱い）
事業者は、利用者から取得した個人情報を本人確認、貸渡契約の履行、法令対応及び事故対応の目的で利用する。
2　法令に基づく場合を除き、第三者へ提供しない。

[bookmark: _tevjfvazokn6]第12条（確認書類の保管）
事業者は、提示を受けた書類の写し又は確認記録を、法令又は社内規程に従い保管することができる。

[bookmark: _suzh0k3shwe0]第13条（貸渡しの拒否）
事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは貸渡しを拒否できる。
（1）必要書類が不足している場合
（2）書類の真正性を確認できない場合
（3）運転資格に疑義がある場合
（4）酒気帯び、薬物使用その他安全運転が困難と判断した場合
（5）その他貸渡しが適当でないと判断した場合

[bookmark: _9v96v7x15dkz]第14条（確認事項）
利用者は、次の事項を確認する。
（1）提出書類はすべて真正であること
（2）日本国内で有効な運転資格を有すること
（3）日本国内法令を遵守すること
（4）交通違反及び事故に関する責任を理解したこと
（5）事業者から説明を受け、内容を理解したこと

[bookmark: _envxelor9tqp]第15条（協議事項）
本確認書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、事業者及び利用者は誠意をもって協議し解決する。

[bookmark: _pr5v873xen8n]第16条（準拠法及び合意管轄）
本確認書は日本法に準拠する。
2　本確認書に関する紛争については、事業者の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

[bookmark: _1bmx7cmbh6yg]確認事項
私は、本確認書の内容を十分理解し、すべての事項について確認・同意した上で、レンタカーの貸渡しを受けます。
	
項目
	
記入欄

	
確認日
	年　　月　　日

	利用者氏名
	________________________

	署名
	________________________

	国籍
	________________________

	国際運転免許証番号
	________________________

	旅券番号
	________________________

	事業者名
	________________________

	担当者
	________________________



